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子
育
て
の
お
知
ら
せ

 
児
童
手
当
の
申
請
は
お
済
み
で
す
か

　

中
学
校
修
了
前
ま
で
の
児
童

（
15
歳
に
達
す
る
日
以
後
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
児
童
）
を
養
育

し
て
い
る
人
は
、
児
童
手
当
の
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
人

は
、
早
急
に
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
申
請
を
し
た
日
の
翌
月
分
か
ら

支
給
さ
れ
ま
す（
公
務
員
の
人
は
、

勤
務
先
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ

い
）。
児
童
の
年
齢
や
人
数
な
ど

で
、支
給
金
額
は
変
わ
り
ま
す（
左

表
）。

　
申
請
に
必
要
な
書
類
な
ど
、
詳

し
く
は
子
育
て
支
援
課
支
援
係
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課
支
援
係
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資
格　
保
育
士
資
格
を
持
つ
人

勤
務
時
間　
月
～
土
曜
日

○ 

早
朝
＝
午
前
７
時
30
分
～
10
時

15
分
の
う
ち
２
時
間

○ 

薄
暮
＝
午
後
３
時
～
６
時
30
分

の
う
ち
３
時
間

※ 

土
曜
日
は
正
午
～
午
後
６
時
30

分
の
う
ち
２
時
間

勤
務
場
所　
金
田
保
育
所

勤
務
内
容　
保
育
補
助

申 
・
問
履
歴
書
お
よ
び
保
育
士
証

の
写
し
を
保
育
・
幼
稚
園
課
保

育
係
ま
で
持
参
ま
た
は
郵
送

（
〒
５
７
０

－

８
６
６
６
京
阪

本
通
２

－２

－５
）
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６
６
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■支給金額
支給対象児童 

（中学校修了前まで） 支給金額（月額）
3歳未満 １５,０００ 円
3歳以上 １０,０００ 円
第3子以降 (3～１２ 歳 ） １５,０００ 円
中学生 １０,０００ 円
所得制限超の世帯の児童は一律 ５,０００ 円です。

■支給日
支給月 内訳
 ６ 月 ２～５ 月 (４ か月分 ）
１０ 月 ６～9 月 (４ か月分 ）
２ 月 １０～１ 月 (４ か月分 ）

支給日は各支給月の８日です。
土・日曜、祝日の場合は、前日の平日が支給日です。

■所得制限
扶養親族の数 所得制限　限度額

０人 ６２２ 万円未満
１人 ６６０ 万円未満
2人 ６9８ 万円未満
3人 ７3６ 万円未満
4人 ７７４ 万円未満
５人 ８１２ 万円未満

扶養親族が１人増えるごとに、限度額に 3８ 万円加算します。

　
市
で
は
、
子
育
て
に
や
さ
し
い

ま
ち
、
魅
力
あ
る
ま
ち
と
し
て
、

子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負
担
の
軽

減
を
図
る
た
め
、
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
を
子
ど
も
医
療
費
助
成

制
度
と
し
、
対
象
を
平
成
27
年
度

か
ら
府
内
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
拡
充

し
ま
す
。

　
現
在
、
通
院
に
係
る
医
療
費
の

助
成
は
、６
歳（
小
学
校
就
学
前
）

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
４
月

１
日
か
ら
こ
の
対
象
年
齢
を
15
歳

（
中
学
校
卒
業
ま
で
）
ま
で
に
拡

充
し
、
ま
た
各
世
帯
の
所
得
に
よ

り
対
象
者
に
制
限
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
制
限
も
廃
止
し
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
今
ま
で
医
療
費

の
助
成
制
度
を
受
け
る
こ
と
の
で

き
な
か
っ
た
子
ど
も
が
、
新
た
に

医
療
機
関
で
通
院
治
療
を
受
け
た

場
合
に
医
療
費
の
助
成
対
象
と
な

り
ま
す
。
１
月
に
新
た
に
対
象
と

な
る
児
童
の
保
護
者
に
は
、
市
か

ら
文
書
を
送
付
し
ま
す
。
手
続
き

な
ど
の
詳
し
い
内
容
は
、「
広
報

も
り
ぐ
ち
」
2
月
号
に
掲
載
し
ま

す
。

　
同
制
度
に
お
い
て
は
、
府
内
で

も
下
位
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
拡
充
す
る
こ
と

で
、
子
ど
も
た
ち
も
安
心
し
て
元

気
に
駆
け
回
り
、
健
康
で
す
く
す

く
と
育
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
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募
集
～
ア
ル
バ
イ
ト
延
長
保
育
士
～

区 分 改 正 前

名 称 乳幼児医療費助成制度

通 院 小学校就学前

入 院 中学校卒業まで

所得制限 あり

実 施 日 平成27年3月31日まで

区 分 改 正 後

名 称 子ども医療費助成制度

通 院 中学校卒業まで

入 院 中学校卒業まで

所得制限 なし

実 施 日 平成27年4月１日から

～
府
内
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
～

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
が

　
　
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
に

改正


